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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｍｇ０．３～１．２％（ｍａｓｓ％、以下同じ）、Ｓｉ０．４～１．６％、Ｆｅ０．０
１～０．４％を含有し、さらにＭｎ０．０１～１．３％、Ｃｒ０．０１～０．３％、Ｚｒ
０．０１～０．３％、Ｓｃ０．０１～０．５％、Ｖ０．０１～０．３％のうちから選ばれ
た１種または２種以上を含有し、残部がＡｌおよび不可避的不純物よりなるＡｌ－Ｍｇ－
Ｓｉ系合金板を成形用素材とし、その合金板について、４８０℃以上の温度域で成形加工
を施した後、２℃／ｓｅｃ以上の冷却速度で、２００℃以下５０℃以上の温度域まで冷却
し、引続き直ちに１４０～２４０℃の範囲内の温度に、１５分以下１秒以上保持する予備
時効処理を行ない、その後、塗装焼付け処理を行うことを特徴とする、Ａｌ－Ｍｇ－Ｓｉ
系合金板の高温成形方法。
【請求項２】
　Ｍｇ０．３～１．２％、Ｓｉ０．４～１．６％、Ｆｅ０．０１～０．４％、Ｃｕ０．０
１～１．０％を含有し、さらにＭｎ０．０１～１．３％、Ｃｒ０．０１～０．３％、Ｚｒ
０．０１～０．３％、Ｓｃ０．０１～０．５％、Ｖ０．０１～０．３％のうちから選ばれ
た１種または２種以上を含有し、残部がＡｌおよび不可避的不純物よりなるＡｌ－Ｍｇ－
Ｓｉ系合金板を成形用素材とし、その合金板について、４８０℃以上の温度域で成形加工
を施した後、２℃／ｓｅｃ以上の冷却速度で、２００℃以下の温度域まで冷却し、引続き
直ちに１４０～２４０℃の範囲内の温度に、１５分以下１秒以上保持する予備時効処理を
行ない、その後、塗装焼付け処理を行うことを特徴とする、Ａｌ－Ｍｇ－Ｓｉ系合金板の
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高温成形方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、Ａｌ－Ｍｇ－Ｓｉ系合金（６０００系合金）からなる成形加工用の素板に
ついて、４８０℃以上の温度で高温成形する方法に関し、特に自動車用ボディパネル等と
して、高温成形加工後に室温に放置してから曲げ加工や塗装焼付け処理を施す用途におけ
る高温成形加工方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年に至り、自動車の車体の軽量化を主目的として、自動車のボディパネル用材料とし
て、従来の鉄鋼材料に代えて、アルミニウム合金を使用することが多くなっている。しか
しながら一般にアルミニウム合金は、鉄鋼材料と比較して成形性が劣るため、複雑かつ微
細な形状を有する部材の成形加工には不向きとされており、そのためアルミニウム合金を
自動車のボディパネルに使用することを躊躇うことも多かったのが実情である。
【０００３】
　ところでアルミニウム合金を高温に加熱した状態では、成形性が大幅に向上することが
知られており、そこで、常温では成形性に劣るアルミニウム合金であっても、高温、例え
ば４８０℃以上の高温度域で、ブロー成形等の成形加工を施して、複雑形状を有する自動
車のボディパネル等に使用することが試みられている。この種の高温成形用のアルミニウ
ム合金としては、既にＡｌ－Ｍｇ系合金（５０００系合金）やＡｌ－Ｍｇ－Ｓｉ系合金（
６０００系合金）が開発されており、例えば高温成形用のＡｌ－Ｍｇ系合金の一例は、特
許文献１に示され、また高温成形用のＡｌ－Ｍｇ－Ｓｉ系合金の一例は、特許文献２に開
示されている。
【０００４】
　これらの高温成形用アルミニウム合金のうちＡｌ－Ｍｇ系合金は、Ｍｇの固溶により強
化した合金であり、成形後に強度を高めるための熱処理を施すことが不要である反面、高
温成形後の強度レベルは耐力値で１４０ＭＰａ程度にとどまり、そのため自動車ボディパ
ネルとして要求される強度レベルを満足できない場合が多かった。これに対しＡｌ－Ｍｇ
－Ｓｉ系合金は、主要な構成元素であるＭｇとＳｉからなるＭｇ２Ｓｉ析出物を合金中に
微細に析出させることにより強化するようにした合金であり、この種の合金において析出
により強度を充分に高めるためには、合金を一旦高温に保持してＭｇとＳｉをマトリクス
中に固溶させた後、比較的急速に冷却してＭｇとＳｉを過飽和に固溶させ、その後適切な
温度に加熱保持する人工時効処理によってＭｇ２Ｓｉを析出させるという、一連の熱処理
が必要である。そしてＡｌ－Ｍｇ－Ｓｉ系合金では、上述のような一連の熱処理を行うこ
とにより、１７０ＭＰａ以上の高い耐力値を得ることが可能であるため、例えば自動車ボ
ディパネルのうちアウターパネルなどの如く、高い耐力が要求される部材に適していると
考えられる。
【０００５】
　しかしながら実際に高耐力のＡｌ－Ｍｇ－Ｓｉ系合金部材を製造する上では、種々の問
題があった。例えば通常の自動車用ボディパネルの製造においては、前述の人工時効処理
を、ボディパネルの塗装焼付け処理の際の加熱保持と兼ねて行なうことにより、製造上の
効率化を図ることが行なわれているが、一般に塗装焼付け処理は、１７０℃において２０
分加熱の条件で行なうことが多く、このような条件は、人工時効処理としては低温かつ短
時間の条件であるため、塗装焼付け処理と兼ねて人工時効処理を行なった場合、アルミニ
ウム合金中で充分に析出が進行せず、そのため充分に高い耐力が得難くなるという問題が
ある。さらにこれに加えて、高温成形後に成形品を室温で保持すれば、合金中にＭｇとＳ
ｉからなる低温クラスタと称される極微細な析出物が形成されてしまい、その場合、通常
は塗装焼付け処理時に形成されて強度向上に寄与するタイプの析出物の量が不足して、塗
装焼付け処理による強度上昇幅が大幅に小さくなってしまい、成形品の強度が不足してし
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まうという問題もあった。また、高温成形後の室温保持中に上述のような低温クラスタが
生成されれば、曲げ加工性も大幅に低下してしまい、そのため高温成形後に長時間室温保
持してから曲げ加工を行えば、曲げ部で割れが多発して成形不良が生じてしまうという問
題もあった。そこで実際の製造工程においては、ボディパネル形状への高温成形後の室温
保持時間をできるだけ短縮するべく、高温成形に引き続いて速やかに曲げ加工を含む組み
立て、塗装、塗装焼付け処理を行わなければならないという時間的制約があり、そのため
工程の管理に大きな困難があった。
【０００６】
　上述のような問題に対し、特許文献３では、Ｓｎをアルミニウム合金に添加して、室温
での低温クラスタ形成を遅滞させ、高温成形から塗装焼付け処理開始までの時間的猶予を
２４時間まで延長する技術が開示されている。しかしながら実際上は、時間的猶予が２４
時間では未だ不充分であって、高温成形後の組み立てと塗装を２４時間以内で行うことは
、工程管理上は相当な困難を伴なってしまうのが実情である。
【０００７】
　また特許文献４では、高温成形直後に５０～１００℃、好ましくは６０～９０℃の温度
範囲内に１～２４時間保持する予備時効処理を行なうことによって、塗装焼付け処理時に
おける耐力の上昇を図る技術が開示されている。しかしながら、この特許文献４の技術の
場合、高温成形後の予備時効処理に要する時間が最低でも１時間であり、通常の高温成形
に要する１０分程度の時間に比べて極端に長いため、ボディパネルの生産性が著しく低下
してしまうという欠点がある。
【０００８】
　さらに特許文献５では、高温成形後、７０～１００℃の範囲内の温度に２０℃／ｍｉｎ
以上の冷却速度で冷却して、その範囲内の温度で２～２４時間保持するという条件で予備
時効処理を行なうことが示されている。しかしながらこの特許文献５の技術の場合も、前
述の特許文献４の技術の場合と同様に、予備時効処理時間が２時間以上と極端に長いため
、前記同様に生産性に対して大きな阻害要因となってしまう。
【特許文献１】特開２００４－２２５１１４号公報
【特許文献２】特開平１１－１３１１６５号公報
【特許文献３】特開２００３－３０１２４９号公報
【特許文献４】特開２００４－３１５９１３号公報
【特許文献５】特開２００７－３９７１４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　この発明は以上の事情を背景としてなされたもので、Ａｌ－Ｍｇ－Ｓｉ系合金板を成形
用素材として用いて高温成形して成形品とし、さらに曲げ加工や、人工時効処理を兼ねた
塗装焼付け処理を施して最終的に自動車用ボディパネル等の製品とするにあたり、通常の
塗装焼付け処理条件でも、また高温成形終了から塗装焼付け処理までにたとえ長時間（但
し通常は１５日間以内）室温に放置されたとしても、塗装焼付け処理において充分に人工
時効処理の効果を発揮させて最終的に高い耐力を得ることができ、さらには高温成形終了
から曲げ加工までにたとえ長時間（但し通常は１５日間以内）室温に放置されたとしても
、曲げ加工において良好な曲げ加工性を示して、割れ発生等の成形不良の発生を防止する
ことができ、なおかつ前述のように高温成形後、曲げ加工や塗装焼付け処理までに、最長
１５日間まで、長時間室温に放置可能とすることにより、工程管理を容易にし、しかも前
述の特許文献４や特許文献５に示される技術の場合のような生産性を阻害する要因を排除
した、新規な高温成形方法を提供することを課題としている。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本願発明者等は、前述の課題を解決するべく、種々実験・検討を重ねた結果、高温成形
後に行なう予備時効処理の条件を、従来とは異なる条件に適正化することによって、前述
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の課題を一挙に解決し得ることを見出し、この発明をなすに至った。
【００１３】
　具体的には、請求項１の発明の高温成形方法は、Ｍｇ０．３～１．２％、Ｓｉ０．４～
１．６％、Ｆｅ０．０１～０．４％を含有し、さらにＭｎ０．０１～１．３％、Ｃｒ０．
０１～０．３％、Ｚｒ０．０１～０．３％、Ｓｃ０．０１～０．５％、Ｖ０．０１～０．
３％のうちから選ばれた１種または２種以上を含有し、残部がＡｌおよび不可避的不純物
よりなるＡｌ－Ｍｇ－Ｓｉ系合金板を成形用素材とし、その合金板について、４８０℃以
上の温度域で成形加工を施した後、２℃／ｓｅｃ以上の冷却速度で、２００℃以下５０℃
以上の温度域まで冷却し、引続き直ちに１４０～２４０℃の範囲内の温度に、１５分以下
１秒以上保持する予備時効処理を行ない、その後、塗装焼付け処理を行うことを特徴とす
るものである。
【００１４】
　また請求項２の発明は、Ｍｇ０．３～１．２％、Ｓｉ０．４～１．６％、Ｆｅ０．０１
～０．４％、Ｃｕ０．０１～１．０％を含有し、さらにＭｎ０．０１～１．３％、Ｃｒ０
．０１～０．３％、Ｚｒ０．０１～０．３％、Ｓｃ０．０１～０．５％、Ｖ０．０１～０
．３％のうちから選ばれた１種または２種以上を含有し、残部がＡｌおよび不可避的不純
物よりなるＡｌ－Ｍｇ－Ｓｉ系合金板を成形用素材とし、その合金板について、４８０℃
以上の温度域で成形加工を施した後、２℃／ｓｅｃ以上の冷却速度で、２００℃以下の温
度域まで冷却し、引続き直ちに１４０～２４０℃の範囲内の温度に、１５分以下１秒以上
保持する予備時効処理を行ない、その後、塗装焼付け処理を行うことを特徴とするもので
ある。
【発明の効果】
【００１６】
　この発明によれば、高温成形直後に、通常の高温成形に要する時間とほぼ同程度の１５
分以内という極めて短い時間の予備時効処理を施すことにより、生産性を大きく阻害する
ことなく、高い生産効率をもって成形品を製造することができ、しかも高温成形から曲げ
加工、塗装焼付け処理までの室温放置時間がたとえ長時間化（但し通常は１５日間以内）
しても、塗装焼付け処理と兼ねて行う人工時効処理により、充分な耐力の上昇を図ること
ができるとともに、良好な曲げ加工性を維持して曲げ加工において割れ等の成形不良が発
生することを未然に防止することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下にこの発明のＡｌ－Ｍｇ－Ｓｉ系合金の高温成形方法について詳細に説明する。
【００１８】
　先ずこの発明で用いるＡｌ－Ｍｇ－Ｓｉ系合金（６０００系合金）の成分組成の限定理
由について以下に説明する。なお、Ｃｕを実質的に含有しない場合とＣｕを含有する場合
とでは、後に改めて説明するように、高温成形後の冷却の条件が若干異なることから、請
求項１ではＣｕを実質的に含有しないＡｌ－Ｍｇ－Ｓｉ系合金を用いた場合について規定
し、請求項２ではＣｕを含有するＡｌ－Ｍｇ－Ｓｉ系合金を用いた場合について規定した
。なおこここでＣｕを実実的に含有しないとは、不純物としてのＣｕが０．０１％未満存
在する場合をも含むものとする。
【００２０】
　Ｍｇ、Ｓｉ：
　ＭｇおよびＳｉは、この発明で用いるＡｌ－Ｍｇ－Ｓｉ系合金において基本となる成分
元素である。すなわちＭｇおよびＳｉは、いずれもアルミニウム合金板を高温成形するた
めに４８０℃以上の高温に加熱すれば、マトリックス中に固溶し、さらに高温成形が完了
した後に高い冷却速度で冷却すれば、マトリックス中に過飽和に固溶した状態となる。そ
してその後の曲げ加工を含む組立ておよび塗装工程後に行なわれる塗装焼付け処理におい
て１７０℃程度の温度で約２０分間加熱されれば、過飽和に固溶していたＭｇおよびＳｉ
は、Ｍｇ２Ｓｉ析出物としてマトリックス中に微細に析出して、材料の耐力の上昇に寄与
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する。このように塗装焼付け処理は耐力値向上のための人工時効処理を兼ねているが、こ
の塗装焼付け処理により充分な耐力の上昇を図るために、Ｍｇ量は０．３～１．２％の範
囲内、Ｓｉ量は０．４～１．６％の範囲内とした。Ｍｇ量が０．３％未満またはＳｉ量が
０．４％未満の場合は、これらの元素の添加量が不充分であって、塗装焼付け処理時に析
出するＭｇ２Ｓｉ析出物の密度が低くなり、そのため耐力が充分には上昇しなくなる。一
方、Ｍｇが１．２％を越えて添加された場合、またはＳｉが１．６％を越えて添加された
場合には、高温成形後の冷却途中において、粗大なＭｇ２Ｓｉ粒子が結晶粒界上に高密度
に析出してしまう。これらの粒界上の粗大な析出粒子は、高温成形した成形品を曲げ加工
する際に、割れ発生の起点となるため、成形品の曲げ性が大幅に低下してしまう。そこで
Ｍｇ量、Ｓｉ量の範囲を前述のように定めた。
【００２１】
　Ｆｅ：
　Ｆｅは、材料を溶解して鋳造する段階において、Ｆｅ－Ａｌ－Ｓｉ等からなる数μｍの
サイズの粒子として晶出するのが通常である。この晶出粒子は、圧延加工後に行なわれる
溶体化処理中または高温成形前の加熱保持時に生じる再結晶の核サイトとして機能するこ
とにより、材料中の再結晶核の数を増大させ、結果的に再結晶後の結晶粒を微細化させ、
これにより高温変形時における変形機構として粒界すべりの寄与率を増大させ、高温成形
性を向上させることができる。ここでＦｅ量が０．０１％未満では、晶出粒子の分布密度
が小さいため、核生成サイトの数が少なく、その結果充分な結晶粒微細化の効果が得られ
ず、一方Ｆｅ量が０．４％を越えれば、結晶粒微細化効果は得られるものの、晶出粒子の
サイズが粗大となりかつその密度も大きくなるため、これらの晶出粒子を起点として高温
成形時に合金内部で微小空洞が多数発生することにより、高温成形性が著しく低下してし
まう。そこでＦｅ量は０．０１～０．４％の範囲内とした。
【００２２】
　Ｍｎ、Ｃｒ、Ｚｒ、Ｓｃ、Ｖ：
　Ｍｎ、Ｃｒ、Ｚｒ、Ｓｃ、Ｖの各元素は、いずれも素材の製造工程において材料を高温
に加熱保持する均質化処理時において、これらの元素を主成分とする１０ｎｍ～１μｍの
サイズの微細な分散粒子としてマトリックス中に均一に析出する。これらの微細な分散粒
子は、高温成形中のアルミニウム合金中に動的に形成される結晶粒界および亜結晶粒界の
移動をピン止めすることにより、高温変形組織を安定させて、高温成形中に粗大粒が発生
することを抑制する。このような高温変形組織を安定化させるために必要な各元素の添加
量は、Ｍｎ０．０１～１．３％、Ｃｒ０．０１～０．３％、Ｚｒ０．０１～０．３％、Ｓ
ｃ０．０１～０．５％、Ｖ０．０１～０．３％の範囲であり、これらの元素のうち１種ま
たは２種以上をこの成分範囲内で添加する。これらの元素についての添加量が、Ｍｎ０．
０１％未満、Ｃｒ０．０１％未満、Ｚｒ０．０１％未満、Ｓｃ０．０１％未満、Ｖ０．０
１％未満の場合には、分散粒子の分布密度が低いために、結晶粒界および亜結晶粒界の移
動に対するピン止め効果が不充分となって、高温成形中に粗大粒が発生してしまい、これ
によって粗大粒発生箇所において外観不良や局部的な強度低下などの不具合が生じてしま
う。一方これらの元素についての添加量が、Ｍｎ１．３％超、Ｃｒ０．３％超、Ｚｒ０．
３％超、Ｓｃ０．５％超、Ｖ０．３％超の場合には、素材の製造プロセスにおける溶解お
よび鋳造段階において、これらの過剰に添加された元素を主成分とする１００μｍを越え
るサイズの巨大な晶出粒子が発生して、アルミニウム合金素材中に混入する。このような
巨大な晶出粒子は、高温成形時に破断の起点となるため、アルミニウム合金素材の高温成
形性が大幅に低下してしまう。そこでこれらの各元素の添加量範囲を前述のように規定し
た。
【００２３】
　Ｃｕ：
　Ｃｕは人工時効処理を兼ねた塗装焼付け処理時に析出するＭｇ２Ｓｉを微細かつ均一に
する効果があり、そのためＣｕを添加することにより、塗装焼付け処理における耐力上昇
幅が増大する。さらに、Ｃｕの添加は、高温成形後に５０℃未満の温度域まで冷却した際
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に形成される低温クラスタと称されるＭｇとＳｉからなる極微細析出物の形成を遅らせる
効果がある。後に詳細に説明するように、この低温クラスタが析出してしまえば、塗装焼
付け処理時の時効による効果が抑制されてしまい、耐力の上昇幅が大幅に低下するが、Ｃ
ｕを添加すれば低温クラスタの形成が遅れるため、耐力の上昇幅の低下を抑えることが可
能となる。そこで請求項２、請求項４の各発明の高温成形方法の場合は、Ｃｕを積極的に
添加したＡｌ－Ｍｇ－Ｓｉ系合金を用いることとした。ここでＣｕを添加した場合には、
前述のように低温クラスタの形成が遅れるため、高温成形後の冷却終了温度を５０℃以下
の低温としても、この冷却終了温度での保持時間が短時間であれば、塗装焼付け処理時の
時効による耐力の向上幅が低下するようなことがない。この場合、冷却終了温度での保持
時間は１時間以内であればよいが、高温成形後の曲げ加工性の向上と塗装焼付け処理時の
耐力の上昇とをより充分に図るため、および生産性をより高めるためには、保持時間を５
分以内とすることが好ましい。なおＣｕの添加量が０．０１％未満では、Ｃｕ添加による
上述の効果が充分に得られず、一方Ｃｕの添加量が１．０％を越えれば、成形品の耐食性
が大幅に低下してしまい、自動車ボディパネル等の腐食環境に曝される部材として不適当
となるから、Ｃｕを添加する場合のＣｕ量は、請求項４に示すように０．０１～１．０％
の範囲内とした。なおＣｕを積極的に添加しない請求項３の発明の場合も、不純物として
０．０１％未満のＣｕが含まれることがあることはもちろんである。
【００２４】
　以上の各元素のほかは、基本的には不可避不純物およびＡｌとすればよいが、鋳塊組織
を微細にするためにＴｉ０．０１～０．１５％を、単独あるいはＢ０．０００１～０．０
５％とともに添加することは許容される。但し、Ｔｉ添加量が０．１０％を越え、かつＢ
添加量が０．０１％を越えれば、鋳造時にこれらを主成分とする粗大な化合物が晶出して
、材料の特性ならびに靭性が大幅に低下してしまい、またＴｉ添加量が０．１５％を越え
れば、鋳造時にＴｉＡｌ３の粗大化合物が晶出し、材料の延性ならびに靭性が大幅に低下
してしまう。さらにＢ添加量が０．０５％を越えれば、鋳造時にＴｉＢ２の粗大化合物が
晶出し、材料の延性ならびに靭性が大幅に低下してしまう。そこでＴｉを単独で添加する
場合のＴｉ添加量は０．１５％以下とすることが好ましく、またＴｉをＢとともに添加す
る場合のＴｉ量は０．１０％以下、Ｂ量は０．０１％以下とすることが好ましい。
【００２５】
　また一般のＡｌ－Ｍｇ－Ｓｉ系合金においては、高温時効促進元素あるいは室温時効抑
制元素であるＡｇ、Ｉｎ、Ｃｄ、Ｂｅ、あるいはＳｎを微量添加することがあるが、この
発明の場合も微量添加であればこれらの元素の添加も許容され、それぞれ０．３％以下で
あれば特に所期の目的を損なうことはない。
【００２６】
　次にこの発明の高温成形方法の具体的プロセスについて説明する。
【００２７】
　成形を開始するにあたっては、成形用素材として、前述のような成分組成のＡｌ－Ｍｇ
－Ｓｉ系合金板を用意する。なおこの成形用素材としてのＡｌ－Ｍｇ－Ｓｉ系合金板の製
造方法自体は特に限定されるものではなく、常法に従って所定の成分の合金を溶解、鋳造
し、必要に応じて均質化処理や面削を行ない、さらに熱間圧延、冷間圧延を行なって成形
用素材としての板厚に仕上げれば良い。
【００２８】
　このような成形用素材としてのＡｌ－Ｍｇ－Ｓｉ系合金について、先ずブロー成形等に
より高温成形を施す。ブロー成形法は、良く知られているように、ガス圧等の流体圧によ
り成形用素材の板を金型に押付けて所定の形状に成形する方法であり、複雑かつ微細な形
状に高温成形するために有利な方法であるが、これに限られるものではなく、高温プレス
成形等を適用できることはもちろんである。
【００２９】
　高温成形にあたっては、先ず素材のアルミニウム合金板を高温成形のための成形温度ま
で加熱する。このように成形温度まで加熱する際の加熱昇温速度は、生産効率を高めるた
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めに可及的に高くすることが望ましい。特に成形用素板としてのアルミニウム合金板が未
再結晶の圧延ままの状態である場合には、昇温速度が高いほど、加熱保持中に生じる再結
晶粒が微細となって成形性が良好となる。具体的な加熱昇温速度は特に限定しないが、通
常は１０℃／ｓｅｃ以上とすることが好ましく、生産効率をより高めるためには、加熱昇
温に要する時間を、成形に要する時間（通常は１５分以内）以下の短時間とすることが望
ましい。また、加熱のための具体的手段も特に限定されるものではなく、具体的な成形方
法（例えばブロー成形等）に応じて定めれば良く、例えば高温成形を行なうための成形機
の内部に加熱前の常温の素板を直接セットして、成形機内で加熱しても、あるいは成形機
とは別に設けた予備加熱装置において素板を加熱し、加熱後に成形機内にセットしても良
い。
【００３０】
　高温成形にあたっての成形温度（素材の成形時の温度）は、４８０℃以上とする必要が
あり、望ましくは５００℃以上とする。その理由は次の通りである。
【００３１】
　高温成形時においては、ＭｇおよびＳｉをマトリックス中にできるだけ多量に固溶させ
ることが必要である。すなわち、ＭｇおよびＳｉの固溶量は、高温であるほど大きくなる
から、高温成形後に室温近くまで冷却した際のＭｇおよびＳｉの過飽和度も、成形温度が
高いほど大きくなり、その結果、塗装焼付け処理時の時効による耐力の上昇も大きくなる
。さらに、成形温度が高いほど、成形性を阻害するマトリックス中の未固溶のＭｇ、Ｓｉ
からなる粒子も減少するため、成形性も向上する。これらの効果を充分に発揮させるため
には、成形温度を４８０℃とすることが必要であり、特に５００℃以上で顕著な効果が得
られる。成形温度が４８０℃未満の場合は、Ｍｇ、Ｓｉの過飽和度が小さいため、塗装焼
付け処理時において時効により析出するＭｇ２Ｓｉの析出密度が小さくなって、耐力の上
昇も小さくなってしまい、またこの場合未固溶のＭｇ、Ｓｉからなる粒子によって成形性
が低下して、複雑形状の部材を成形することが困難となってしまう。なお高温成形におけ
る成形温度が５９０℃を越える場合には、アルミニウム合金板の一部に局部溶融が生じて
、その部分に変形が集中することにより、成形性が大幅に低下してしまう。そこで成形温
度の上限は５９０℃以下とすることが好ましい。
【００３２】
　なおまた、高温成形に要する時間についてはこの発明では特に規定しないが、生産効率
上はできるだけ短時間とすることが望ましい。この発明の方法の場合、後述するように予
備時効処理を１５分以内の短時間で行なうことから、成形時間についても１５分以下の短
時間とすることが好ましいが、生産効率をさほど重視しない場合には、１５分以上でも差
し支えない。
【００３３】
　高温成形完了後の冷却については、この発明の方法では、２℃／ｓｅｃ以上の冷却速度
とする必要がある。これは、高温成形完了後にできるだけ急速に冷却することにより、成
形温度で固溶していたＭｇ、Ｓｉを、マトリックス中により多く過飽和に固溶させるため
である。冷却速度が２℃／ｓｅｃ未満の場合には、冷却途中で粗大なＭｇ２Ｓｉ粒子が結
晶粒界上に多数析出してしまい、これらの結晶粒界上の析出粒子は、高温成形後に行なわ
れる曲げ加工時に割れの起点となり、曲げ加工性を大幅に低下させてしまう。そのため冷
却速度は高いほど好ましく、前述のように２℃／ｓｅｃ以上、より好ましくは５℃／ｓｅ
ｃ以上とする。なお冷却手段としては、水冷、ミスト冷却、強制空冷などの方法から適宜
選択すればよい。
【００３４】
　上述のように４８０℃以上、好ましくは５００℃以上の成形温度で成形して２℃／ｓｅ
ｃ以上、好ましくは５℃／ｓｅｃ以上の冷却速度で冷却する際の冷却終了温度は、その上
限を２００℃とする。一方、冷却終了温度の下限に関しては、Ｃｕを含むＡｌ－Ｍｇ－Ｓ
ｉ系合金と、Ｃｕを実質的に含まないＡｌ－Ｍｇ－Ｓｉ合金とでは異なり、Ｃｕを実質的
に含まない合金の場合（請求項１）には冷却終了温度の下限を５０℃とし、一方Ｃｕを含
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む合金の場合（請求項２）は特に冷却終了温度の下限は定めない。すなわち、Ｃｕを実質
的に含まない合金の場合は、成形完了直後から２℃／ｓｅｃ以上、好ましくは５℃／ｓｅ
ｃ以上の冷却速度で２００℃～５０℃の範囲内の温度まで冷却し、一方、Ｃｕを含む合金
の場合は、成形完了直後から２℃／ｓｅｃ以上、好ましくは５℃／ｓｅｃ以上の冷却速度
で２００℃以下の任意の温度まで冷却すればよい。
【００３５】
　このように冷却終了温度を定めた理由について次に詳細に説明する。
【００３６】
　高温成形して前述のように、２℃／ｓｅｃ以上、好ましくは５℃／ｓｅｃ以上の冷却速
度で冷却した後には、それに引続いて直ちに１４０～２４０℃の範囲内の温度で予備時効
処理を行なうが、冷却終了温度が２００℃より高い場合には、引続いて行なわれる予備時
効処理に移行する間に、結晶粒界上に粗大なＭｇ２Ｓｉ粒子が析出してしまう。この粒界
上析出物は、その後に行なわれる曲げ加工において割れの起点となって、曲げ性を大幅に
低下させてしまう。そこで高温成形後の冷却終了温度の上限は２００℃とした。
【００３７】
　ところでＣｕを実質的に含まないＡｌ－Ｍｇ－Ｓｉ系合金の場合、高温成形後に２℃／
ｓｅｃ以上の冷却速度で５０℃未満の温度域まで冷却されて、その温度域で保持されれば
、短時間であっても低温クラスタと称されるＭｇおよびＳｉよりなる極微細な析出物が形
成されてしまう。この低温クラスタは、これより高い温度域で形成される高温クラスタと
は異なり、その後の塗装焼付け処理時に、耐力の上昇に寄与する微細なＭｇ２Ｓｉ析出物
へと直接的には変化しない。そのため、５０℃未満の温度域まで冷却されて多量の低温ク
ラスタが形成されてしまえば、その後の塗装焼付け処理時の時効によって析出する析出物
が減少して、耐力値の上昇が小さくなってしまう。そこでＣｕを実質的に含まないＡｌ－
Ｍｇ－Ｓｉ系合金を用いる場合について規定した請求項１に係る発明の場合は、上述のよ
うに低温クラスタが形成される温度範囲を避けるべく、冷却終了温度を５０～２００℃の
範囲としたのである。なお、Ｃｕを実質的に含まないＡｌ－Ｍｇ－Ｓｉ系合金の場合、冷
却終了温度は、より好ましくは５０～１２０℃の温度範囲が最適である。これは、冷却終
了温度をより低温とすることによって、高温成形温度で合金中に形成された原子空孔を、
より多数合金中に凍結保持することができ、このように凍結保持された原子空孔は、引続
き行なわれる予備時効処理中における高温クラスタの形成を促進して、予備時効処理の効
果を高めることができるからである。以上のように、Ｃｕを実質的に含まないＡｌ－Ｍｇ
－Ｓｉ系合金を用いた場合には、高温成形直後の冷却の終了温度を厳密に制御することが
、その後の塗装焼付け処理時において耐力値の大幅な上昇幅を確保するために重要である
。
【００３８】
　一方、Ｃｕを含むＡｌ－Ｍｇ－Ｓｉ系合金を用いる場合について規定した請求項２に係
る発明の方法の場合には、５０℃未満の冷却終了温度まで冷却しても、直ちには低温クラ
スタが形成されることはないため、冷却終了温度については２００℃以下の広い温度範囲
から、適宜冷却終了温度を決めることができる。
【００３９】
　高温成形後の冷却により成形品の温度が所定の冷却終了温度まで下がった後には、直ち
に次の予備時効処理を開始する。ここで「直ちに」とは、この発明の場合、目標とする冷
却終了温度に到達後、１０分以内のできるだけ速やかに、より好ましくは５分以内のでき
るだけ速やかに予備時効を開始させることを意味する。目標冷却終了温度到達後、１０分
を越えて保持することは、いたずらに生産効率を阻害するだけである。なお生産効率上は
、より好ましくは、目標とした冷却終了温度到達後１分以内に予備時効を開始することが
望ましい。
【００４０】
　予備時効処理では、材料を１４０～２４０℃の範囲内の温度に１５分以下１秒以上保持
すればよいが、生産効率を重視する場合には、予備時効処理温度で５分以内の保持とする
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ことが好ましい。
【００４１】
　このような予備時効処理における１４０～２４０℃の温度域での保持中には、Ｍｇおよ
びＳｉからなる高温クラスタが形成される。この高温クラスタは、前述の５０℃未満の温
度域で形成される低温クラスタとは異なり、その後に行なわれる塗装焼付け処理時の時効
中に微細なＭｇ２Ｓｉ析出物へと直接変化することにより、耐力の上昇に寄与する。また
この高温クラスタを形成しておけば、その後の室温保持中における低温クラスタの形成が
大幅に遅滞され、その結果、高温成形および予備時効処理を行なった後に、成形品の曲げ
加工性が良好な状態、および塗装焼付け処理による耐力の上昇幅が大きくなる状態が、最
長１５日間もの長い期間維持されることになる。これにより、成形加工および予備時効処
理後に行なわれる曲げ加工を含む組立て工程、ならびに塗装および塗装焼付け処理工程で
の工程管理が、従来の技術と比して大幅に容易となる。すなわち従来の技術では、このよ
うな高温クラスタの生成については、この発明の場合よりも低温の５０～１００℃の温度
範囲で１～２４時間（特許文献４）、あるいは７０～１００℃の温度範囲で２～２４時間
（特許文献５）といういずれも著しい長時間をかけて行なわれていたが、この発明の方法
では、これを大幅に短縮して、成形に要する時間とほぼ同程度の１５分以下の短時間とす
ることにより、高温成形後の予備時効処理を含む一連の工程を大幅に効率化したことに大
きな意義がある。
【００４２】
　なお、この発明の方法の場合、前述のように高温成形および予備時効処理後から曲げ加
工および塗装焼付け処理を行なうまでの時間を１５日間とすることができるが、より好ま
しくは１０日間以内とすることが適切である。これは、予備時効処理を適切に行なって高
温クラスタを充分に生成させた場合でも、その後の室温保持中に低温クラスタが徐々にで
はあるが生成されてしまい、曲げ加工性および塗装焼付け処理時の耐力向上幅がわずかず
つ低下してしまうおそれがあるからである。ここで、予備時効処理後１５日を越える長期
間室温に保持された場合には、曲げ性の低下が許容範囲を越えてしまって、曲げ加工時に
割れが発生してしまい、またこれに加えて時効処理時の耐力上昇幅が低下して、塗装焼付
け処理による耐力値の上昇幅が３０ＭＰａ未満となってしまう。したがって予備時効処理
後は、できるだけ速やかに曲げ加工および塗装焼付け処理を行なうことが望ましい。
【００４３】
　またここで、予備時効処理温度が１４０℃未満の場合には、予備時効処理時に充分な密
度で高温クラスタを形成することができないため、塗装焼付け処理時の耐力の上昇が不充
分となり、一方予備時効処理温度が２４０℃を越える場合には、予備時効処理中にアルミ
ニウム合金中の結晶粒界上に粗大なＭｇ２Ｓｉ粒子が多数析出し、その粒界上の析出粒子
がその後に行なわれる曲げ加工時に割れの起点となって、曲げ性が大幅に低下してしまう
。
【００４４】
　また予備時効処理時間が１５分間を越える場合には、生産効率が低下してしまうばかり
でなく、生成した高温クラスタの一部が微細なＭｇ２Ｓｉ析出物へ変化して、耐力が上昇
してしまい、その結果成形品の延性が著しく低下して、曲げ性が大幅に低下してしまう。
一方予備時効処理時間が１秒未満の場合には、高温クラスタが充分な密度で形成されず、
その後の室温保持中に低温クラスタが高密度で形成されてしまう。既述のように、この低
温クラスタは、その後の塗装焼付け処理時において、耐力の上昇に寄与する微細なＭｇ２

Ｓｉ析出物へと直接的には変化しないため、Ｍｇ２Ｓｉ析出物の密度が低くなり、塗装焼
付け処理による耐力値の向上が充分に得られず、成形品の強度が不足してしまう。また室
温保持中の低温クラスタの形成に伴ない、曲げ性が低下していく。このため、高温成形お
よび予備時効処理後から曲げ加工および塗装焼付け処理を行なうまでの時間を最長１５日
間の長時間とすることができなくなる。但し、冷却終了温度から予備時効処理温度まで加
熱または冷却により昇温または降温される際に５秒以上の時間を要する場合には、実質的
に予備時効処理温度近傍で充分な時間保持されることになるため、予備時効処理としての
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見かけ上の保持時間が１秒以下であっても、得られる効果に大差はない。
【００４５】
　なお予備時効処理のための昇温速度、冷却速度については特に限定しないが、性能安定
性を確保するためには、通常は２℃／ｓｅｃ以上とすることが好ましい。
【００４６】
　以上のようにして予備時効処理を施した成形品には、自動車のボディパネル等の最終製
品とするため、曲げ加工を含む組立て作業や塗装および塗装焼付け処理を施すのが通常で
ある。曲げ加工は、最終製品に要求される形状に応じて行なえば良いが、自動車用ボディ
パネルの場合、その縁部等について苛酷な曲げ加工を施すことが要求されることが多い。
しかるに前述のようにして予備時効処理を施した後、最長１５日間以内、好ましくは１０
日間以内の成形品であれば、良好な曲げ性を保持して苛酷な曲げ加工においても割れ等の
成形不良が発生することを防止することができる。また塗装焼付け処理は、人工時効処理
としては比較的低温短時間の１７０℃×２０分の条件で行なわれるのが通常であるが、こ
のような条件の塗装焼付け処理においても、予備時効処理後１５日間以内、好ましくは１
０日間以内であれば、塗装焼付け処理において充分に時効効果を生ぜしめて、３０ＭＰａ
以上の耐力上昇を図り、最終的に１７０ＭＰａ以上の耐力値を得ることが可能となる。
【実施例】
【００４７】
　以下にこの発明の実施例を比較例とともに記す。なお以下の実施例は、この発明の効果
を説明するためのものであり、実施例記載のプロセスおよび条件がこの発明の技術的範囲
を限定するものではない。
【００４８】
　［実施例１］
　表１の合金番号１～９に示す化学成分を有するアルミニウム合金を溶解し、ＤＣ鋳造法
により常法に従って鋳塊を製造し、５３０℃にて８時間の条件で均質化処理を行なった後
、鋳塊の面削を行ない、５００℃に加熱して熱間圧延を開始し、２８０℃で板厚を４ｍｍ
として熱間圧延を終了し、次いで冷間圧延を施して板厚１ｍｍの合金板を作製した。
【００４９】
　これらの合金板について、高温成形として次に説明する条件で高温ブロー成形を行なっ
た。
【００５０】
　すなわち、高温成形用金型としては、図１に示すように頂頭部１の平面部１Ａが３００
ｍｍ×３００ｍｍの大きさで、側壁部１Ｂの高さが８０ｍｍであり、平面状フランジ部２
を有するフランジ付き角筒形状の成形品３が得られるような金型を用いた。そして前述の
各合金板を、予備加熱処理により５３０℃の温度まで１０℃／ｓｅｃの昇温速度で予備加
熱した後、合金板を高温ブロー成形機にセットして、成形温度５３０℃にて高温成形を行
なった。ここで高温成形は、セットした合金板の片側からガス圧を付与して、合金板を反
対面に置かれた金型形状に沿わせて変形させるブロー成形法により行なった。具体的には
、合金板をセットした後、ガス圧を１気圧から１０気圧まで１分間で昇圧して、１０気圧
の状態で１分間保持し、合計２分間の高温成形を行なった後に、ガス圧を１気圧まで減圧
した。その後、成形品を冷却速度１０℃／ｓｅｃで９０℃まで冷却してから、直ちに予備
時効処理用の加熱炉に成形品を投入して、１８０℃で６０ｓｅｃ保持する予備時効処理を
行なった。なおこの予備時効処理の昇温速度、冷却速度は、いずれも２℃／ｓｅｃである
。予備時効処理完了後には、成形品を加熱炉から取り出し、室温まで放冷した。
【００５１】
　以上のようにして得られた成形品を室温に１０日間保持した後、成形品の曲げ加工性を
確認するために、図１のラインＰで示す位置において成形品の押さえ部４を切り落とし、
図２のＱで示す位置で成形品の端部の曲げ加工を行なった。またフランジ付き角筒成形品
の頂頭部１の３００ｍｍ×３００ｍｍの平面部１Ａから圧延方向と平行な方向にＪＩＳ５
号引張試験片を採取して、引張試験を行ない、成形後に室温で１０日間保持した時点での
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耐力を調べた。さらに同様の条件で成形して、１０日間室温で保持した成形品について、
塗装焼付け処理の条件に相当する１７０℃で２０分間の条件で時効処理を行なった後、成
形品３の頂頭部１の３００ｍｍ×３００ｍｍの平面部１ＡからＪＩＳ５号引張試験片を圧
延方向と平行な方向に採取し（その採取位置を図２の符号Ｓで示す）、引張試験を行なっ
て塗装焼付け処理相当の時効処理後の耐力を調べた。
【００５２】
　ここで、成形品の曲げ加工性を確認するために行なった曲げ加工については以下のよう
に行なった。
【００５３】
　すなわち、切断箇所から１０ｍｍ幅で、成形品の端部を９０°の角度となるまで曲げ半
径０．８ｍｍで折り曲げた。さらに成形品の端部を１３５°の角度まで折り曲げた後、内
側にインナーパネル挿入することを想定して板厚１．０ｍｍの板を挿入し、この板を挟み
込むように端部を１８０°の角度まで折り曲げて密着させた。その後図２に示す曲げ加工
部Ｑの外側をルーペで目視確認して、割れが発生していない場合に曲げ加工性が良好と判
定し、割れが発生している場合に曲げ加工性が不良であると判定した。
【００５４】
　また成形品を室温で１０日間保持した後の塗装焼付け処理に相当する時効処理を行なう
前の成形品の耐力値と、塗装焼付け処理に相当する時効処理を行なった後の成形品の耐力
値を比較して、３０ＭＰａ以上の耐力値の向上があった場合には、塗装焼付け処理により
充分な耐力値の向上があるものと判定した。また塗装焼付け処理に相当する時効後の成形
品の耐力値が１７０ＭＰａ以上の場合に、ボディシートとして適用が可能であると判定し
た。さらに総合的な判断として、曲げ加工性が良好でかつこれら二つの耐力値の判定基準
を満たす場合に、ボディパネル用の成形品として、より適していると判定した。
　これらの試験結果、判定結果を表２に示す。
【００５５】
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【００５６】
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【表２】

 
【００５７】
　本発明例の合金１～５は、いずれもこの発明で規定する成分組成の範囲内の合金を用い
、この発明で規定する条件にて高温成形およびその後の冷却、予備時効処理を行なったも
のである。これらの本発明例では、高温成形後１０日間室温保持後に行なった曲げ加工に
おいて、曲げ部の外側で割れが生じることはなく、良好な曲げ性を示した。また高温成形
後１０日間室温保持後において、塗装焼付け処理相当の時効後の耐力は、塗装焼付け処理
相当の時効前の耐力と比較して３０ＭＰａ以上向上していて、塗装焼付け処理相当の時効
により充分な耐力値の上昇が認められ、なおかつ塗装焼付け処理相当の時効処理後耐力と
して、１７０ＭＰａ以上の高い耐力値が得られた。
【００５８】
　一方比較例６の合金は、この発明で規定する合金のＳｉ量範囲を越えた量のＳｉを含有
しているものであり、この場合は高温成形後の冷却途中において粗大なＭｇ２Ｓｉ粒子が
結晶粒界上に高密度で析出し、これらの粒界上の粗大な析出粒子が、高温成形した成形品
を曲げ加工する際に割れ発生の起点となり、成形品の曲げ性が不良となった。
【００５９】
　また比較例７の合金は、この発明で規定するＭｇ量範囲を越えた量のＭｇを含有してい
るものであり、この場合にも、高温成形後の冷却途中において粗大なＭｇ２Ｓｉ粒子が結
晶粒界上に高密度で析出し、これらの粒界上の粗大な析出粒子が、高温成形した成形品を
曲げ加工する際に割れ発生の起点となり、成形品の曲げ性が不良となった。
【００６０】
　さらに比較例８の合金は、Ｍｇ量がこの発明で規定するＭｇ量範囲よりも少なく、その
ため塗装焼付け処理相当の時効処理によって析出するＭｇ２Ｓｉ析出物の密度が低くなり
、塗装焼付け処理相当の時効処理後の耐力値が１７０ＭＰａ未満となってしまった。
【００６１】
　また比較例９の合金は、Ｓｉ量がこの発明で規定するＳｉ量範囲よりも少ないものであ
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が低くなり、塗装焼付け処理相当の時効処理後の耐力値が１７０ＭＰａ未満となってしま
った。
【００６２】
　［実施例２］
　表３の合金番号１０、１１で示す２種類の化学成分のアルミニウム合金を溶解し、ＤＣ
鋳造法により常法に従って鋳塊を製造し、５３０℃にて８時間の条件で均質化処理を行な
った後、鋳塊の面削を行ない、５００℃に加熱して熱間圧延を開始し、２８０℃で板厚を
４ｍｍとして熱間圧延を終了し、次いで冷間圧延を行なって板厚１ｍｍの合金板を作製し
た。
【００６３】
　これらの合金板について、次に説明する条件で高温ブロー成形およびその後の冷却、予
備時効処理を行なった。高温ブロー成形については、前述の実施例１の場合と同様に、平
面部が３００ｍｍ×３００ｍｍの大きさで、高さが８０ｍｍのフランジ付き角筒形状の成
形品が得られる金型を用い、実施例１の場合と同様に高温ブロー成形機にセットした合金
板の片側からガス圧を付与して、ガス圧を１気圧から１０気圧まで１分間で昇圧して、１
０気圧の状態で１分間保持し、合計２分間の高温成形を行なった後に、ガス圧を１気圧ま
で減圧する方法を適用した。具体的な成形条件としては、先ず予備加熱として、合金板を
所定の成形温度まで１０℃／ｓｅｃの昇温速度で加熱後、合金板を成形機にセットした。
その後、実施例１の場合と同様に所定の成形温度で成形を完了させた後、所定の冷却速度
にて、所定の冷却終了温度まで冷却後、直ちに所定の予備時効処理温度にて所定時間予備
時効処理を行ない、室温まで冷却した。このような実施例のプロセスについて、成形温度
、冷却速度、冷却終了温度、予備時効処理温度、予備時効処理時間、予備時効後に曲げ加
工および塗装焼付け相当処理を行なうまでに経過した日数の条件を、表４にまとめて示す
。
【００６４】
　これらの成形品を室温で所定の日数保持した後、塗装焼付け処理相当の時効処理前にお
ける曲げ加工性を確認するために、前述の実施例１と同じ方法で、成形品の端部について
曲げ加工を行ない、曲げ加工部での割れ発生の有無を調べた。また実施例１の場合と同じ
方法により、塗装焼付け処理相当の時効処理前の成形品の耐力を調べた。さらに上記条件
で高温成形および冷却、予備時効処理を行なった成形品について、室温で所定の日数保持
した後に、塗装焼付け処理の条件に相当する１７０℃で２０分間の条件で時効処理を行な
った後、実施例１と同じ方法によって、成形品の耐力値を調べた。これらの試験の結果得
られた曲げ性、耐力を、表５にまとめて示す。総合的な判断として、実施例１の場合と同
様に、曲げ性が良好でかつこれら２つの耐力値の判定基準を満たす場合に、ボディパネル
用の成形品として適していると判定した。
【００６５】
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【００６７】
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【表５】

 
【００６８】
　比較例である条件１の場合は、成形温度がこの発明で規定する範囲よりも低く、そのた
め、マトリックス中に未固溶のＭｇおよびＳｉが多数存在し、Ｍｇ、Ｓｉの固溶量が少な
くなったため、高温成形後の曲げ性が不良となり、また塗装焼付け処理相当の時効処理に
よる耐力の上昇が少なかった。これに対し本発明例である条件２、３、４の場合は、いず
れも成形温度がこの発明で規定する範囲内であり、この場合は曲げ性、耐力値ともに良好
となった。
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【００６９】
　また同じく本発明例である条件５、条件６も、高温成形後の冷却速度をはじめ、すべて
の条件がこの発明の範囲内のものであり、この場合も曲げ性、耐力ともに良好となった。
これに対し比較例である条件７の場合は、高温成形後の冷却速度がこの発明で規定する範
囲よりも小さく、そのため冷却途中に粗大なＭｇ２Ｓｉ粒子が結晶粒界上に多数析出して
しまい、これらの結晶粒界上の析出粒子が、高温成形後に行なわれる曲げ加工時に割れの
起点となり、曲げ加工性が大幅に低下し、さらには、マトリックス中の固溶Ｍｇ量、固溶
Ｓｉ量が少なくなったため、塗装焼付け処理相当の時効による耐力の向上が小さくなって
しまった。
【００７０】
　また比較例である条件８は、特にＣｕを含有しないＡｌ－Ｍｇ－Ｓｉ系合金を用いて、
高温成形後の冷却終了温度の条件がこの発明で規定する冷却終了温度を越えたものである
。この場合は、引続いて行なわれる予備時効処理温度に移行する間に結晶粒界上に粗大な
Ｍｇ２Ｓｉ粒子が多数析出し、この粒界上の析出粒子がその後に行なわれる曲げ加工時に
割れの起点となって、曲げ性が大幅に低下した。これに対し本発明例である条件９、条件
１０および条件１１は、同様にＣｕを含有しないＡｌ－Ｍｇ－Ｓｉ系合金を用い、高温成
形後の冷却終了温度の条件をはじめとするすべての条件をこの発明の範囲内としたもので
あり、これらの場合は、曲げ性、耐力ともに良好であった。一方、比較例である条件１２
は、Ｃｕを含有しないＡｌ－Ｍｇ－Ｓｉ系合金を用い、高温成形後の冷却終了温度が請求
項２の発明で規定する範囲よりも低かったものであり、この場合は、冷却終了温度である
４０℃付近の温度域でＭｇとＳｉよりなる低温クラスタが多数形成され、その低温クラス
タはその後の塗装焼付け処理に相当する時効によって耐力の増加に寄与する微細なＭｇ２

Ｓｉ析出物には直接変化しないため、塗装焼付け処理に相当する時効処理による耐力の上
昇が小さくなってしまった。
【００７１】
　さらに本発明例である条件１３および条件１４は、いずれもＣｕを含有するＡｌ－Ｍｇ
－Ｓｉ系合金を用い、高温成形後の冷却終了温度条件をはじめとするすべての条件をこの
本発明の範囲内としたものであり、この場合は曲げ性、耐力ともに良好であった。
【００７２】
　そしてまた比較例である条件１５は、予備時効処理温度がこの本発明の範囲よりも低温
であり、そのため予備時効処理時に充分にクラスタが形成されず、塗装焼付け処理相当の
時効処理による耐力の上昇が小さかった。これに対して本発明例である条件１６、条件１
７、条件１８は、いずれも予備時効処理温度をはじめとするすべての条件もがこの本発明
の範囲内のものであり、この場合は曲げ性、耐力ともに良好となった。また比較例である
条件１９は、予備時効処理温度がこの本発明で規定する範囲よりも高温であったものであ
り、この場合は、予備時効処理中にアルミニウム合金中の結晶粒界上に１００～１０００
ｎｍの粗大なＭｇ２Ｓｉ粒子が多数析出し、その粒界上の析出粒子がその後に行なわれる
曲げ加工時に割れの起点となり、曲げ性が大幅に低下してしまった。
【００７３】
　さらに本発明例である条件２０～２２は、いずれも予備時効処理後の曲げ加工および塗
装焼付け処理相当の人工時効処理を行なうまでの経過日数条件をはじめとするすべての条
件がこの発明の範囲内のものであり、この場合は、曲げ性、耐力ともに良好であった。こ
れに対して比較例である条件２３は、予備時効処理後、曲げ加工および塗装焼付け処理相
当の時効処理を行なうまでの経過日数がこの発明で目標としている１５日間を越えており
、そのため予備時効処理後の室温保持中に低温クラスタが多数生成されて、曲げ加工性が
大幅に低下し、曲げ性が不良となってしまい、また塗装焼付け処理に相当する時効処理に
よる耐力の上昇も不充分となった。
【図面の簡単な説明】
【００７４】
【図１】この発明の実施例による成形品の形状を示す斜視図である。
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【図２】図１に示す成形品に曲げ加工を施した状態を示す斜視図である。
【符号の説明】
【００７５】
　１　成形品
　Ｑ　曲げ加工部

【図１】

【図２】
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